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(57)【要約】
【課題】開閉器室における開閉器の出し入れに連動して
固定された端子の露出・遮蔽を行うことができると共に
、開閉器室内の保守・点検作業中における感電事故の発
生を確実に防止することができる引出形開閉器用シャッ
タ装置を提供する。
【解決手段】
　開閉器の固定端子４に対する接近・離反方向にスライ
ド可能且つ一端側を中心に開閉器室１０の上下方向に回
動可能に構成されたアーム部材３０と、アーム部材３０
の他端側に連結され固定端子４に対応して配されて開閉
器室１０の上下方向にスライド可能に支持されたシャッ
タ板３１と、固定端子４がシャッタ板３１で遮蔽された
状態でアーム部材３０のスライド移動だけを案内する回
動規制部４１を有するガイド部材３２とを有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開閉器室内に固定された固定端子と、前記固定端子に接続される断路部端子を備え移動
自在に構成された開閉器とを備え、前記開閉器を前記固定端子に接近させて前記断路部端
子を前記固定端子に接続することで押込状態とする一方、前記断路部端子と前記固定端子
とを切り離すことで引出状態とする引出形開閉器に用いられるシャッタ装置であって、
　前記開閉器の前記固定端子に対する接近・離反方向にスライド可能で且つ一端側を中心
に前記開閉器室の上下方向に回動可能に構成されたアーム部材と、前記アーム部材の他端
側に連結され前記固定端子に対応して配されて前記開閉器室の上下方向にスライド可能に
支持されたシャッタ板と、前記アーム部材に設けられた嵌合部に嵌合され前記アーム部材
の移動を案内するガイド部材とを具備し、前記開閉器が前記固定端子に接近すると前記開
閉器が前記アーム部材に接触して前記アーム部材が回動することで前記シャッタ板がスラ
イドして前記固定端子が露出されるように構成されており、
　且つ前記ガイド部材は、前記開閉器の接近方向に沿って延設され、前記固定端子が前記
シャッタ板で遮蔽された状態で前記アーム部材のスライド移動だけを案内する回動規制部
を有することを特徴とする引出形開閉器用シャッタ装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の引出形開閉器用シャッタ装置において、
　前記アーム部材を前記開閉器が前記固定端子に対して離反する方向へ付勢する付勢手段
をさらに具備することを特徴とする引出形開閉器用シャッタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電路の開閉を行う開閉器が収容される開閉器室内に固定された固定端子に対
し、開閉器を挿入したり引き出したりすることで電路の断路を行う引出形開閉器に用いら
れる引出形開閉器用シャッタ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、電路の開閉を行う引出形開閉器を有する機械としてスイッチギヤが知られてい
る。スイッチギヤには固定端子が固定され、断路部端子を具備し移動可能に構成された開
閉器（遮断器）が収容される開閉器室が設けられている。そしてスイッチギヤは、開閉器
を固定端子に接近させて固定端子に断路部端子を接続することで押込状態とされる。また
、スイッチギヤは、開閉器を開閉器室から引き出し、断路部端子を固定端子から切り離す
ことで引出状態とされる。すなわち、これら固定端子と開閉器とで引出形開閉器が構成さ
れており、スイッチギヤはこの引出形開閉器で断路部接続および切り離しを行っている。
そして、スイッチギヤの開閉器室内の保守・点検作業は、開閉器を開閉器室から引き出し
た後、作業員が開閉器室内に入って保守・点検作業を行っているのが現状である。
【０００３】
　ところで開閉器を開閉器室内から引き出すと、開閉器室内では固定端子が露出された状
態となり、このままの状態で保守・点検作業を行うと、作業者が固定端子に接触して感電
する等の事故が発生してしまう虞がある。
【０００４】
　こうした感電事故を防ぐために、開閉器室の上下方向に回動するアーム部材の回動に伴
って固定端子に対応して設けられたシャッタが昇降し、固定端子を遮蔽又は露出させるよ
うに構成された開閉器のシャッタ機構が提案されている（例えば、特許文献１参照）。特
許文献１に記載の開閉器のシャッタ機構では、開閉器室から開閉器を引き出すとシャッタ
が下降して固定端子が遮蔽されるので、保守・点検作業中に、作業員が固定端子へ接触し
てしまうことによる感電事故の発生を防止することができる。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３３５６１０号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の開閉器のシャッタ機構は、開閉器を開閉器室から引
き出して作業員が開閉器室に入って保守・点検作業を行う際に、意図せずに作業員の体等
が接触してアーム部材が持ち上がってシャッタが開き、固定端子が露出してしまう可能性
がある。すなわち、特許文献１に記載の開閉器のシャッタ機構は、開閉器室内で作業員が
保守・点検作業を行う際に、不意に固定端子が露出されて感電事故が発生してしまう虞が
ある。
【０００７】
　なお、上述したような問題は、スイッチギヤに限定される話ではなく、固定端子と開閉
器とで構成された引出形開閉器を有する機械であれば同様に存在する。
【０００８】
　本発明はこのような事情に鑑み、開閉器室における開閉器の出し入れに連動して固定さ
れた端子の露出・遮蔽を行うことができると共に、開閉器室内の保守・点検作業中におけ
る感電事故の発生を確実に防止することができる引出形開閉器用シャッタ装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決する本発明の第１の態様は、開閉器室内に固定された固定端子と、前記
固定端子に接続される断路部端子を備え移動自在に構成された開閉器とを備え、前記開閉
器を前記固定端子に接近させて前記断路部端子を前記固定端子に接続することで押込状態
とする一方、前記断路部端子と前記固定端子とを切り離すことで引出状態とする引出形開
閉器に用いられるシャッタ装置であって、前記開閉器の前記固定端子に対する接近・離反
方向にスライド可能で且つ一端側を中心に前記開閉器室の上下方向に回動可能に構成され
たアーム部材と、前記アーム部材の他端側に連結され前記固定端子に対応して配されて前
記開閉器室の上下方向にスライド可能に支持されたシャッタ板と、前記アーム部材に設け
られた嵌合部に嵌合され前記アーム部材の移動を案内するガイド部材とを具備し、前記開
閉器が前記固定端子に接近すると前記開閉器が前記アーム部材に接触して前記アーム部材
が回動することで前記シャッタ板がスライドして前記固定端子が露出されるように構成さ
れており、且つ前記ガイド部材は、前記開閉器の接近方向に沿って延設され、前記固定端
子が前記シャッタ板で遮蔽された状態で前記アーム部材のスライド移動だけを案内する回
動規制部を有することを特徴とする引出形開閉器用シャッタ装置にある。
【００１０】
　かかる第１の態様では、アーム部材の嵌合部とガイド部材の回動規制部とにより、嵌合
部を回動規制部に位置させることで、アーム部材はスライド移動だけを案内され回動は規
制される。したがって、嵌合部を回動規制部に位置させることで、アーム部材の回動を規
制し、シャッタ板が上昇してしまうことを防止することができる。
【００１１】
　本発明の第２の態様は、第１の態様の引出形開閉器用シャッタ装置において、前記アー
ム部材を前記開閉器が前記固定端子に対して離反する方向へ付勢する付勢手段をさらに具
備することを特徴とする引出形開閉器用シャッタ装置にある。
【００１２】
　かかる第２の態様では、付勢手段により、開閉器室から開閉器を引き出すと、アームは
固定端子に対して離反する方向へスライドし、簡単且つ確実に嵌合部が回動規制部に至る
。したがって、本態様によれば、確実にアーム部材の回動とシャッタ板の上昇を規制する
ことができる。
【発明の効果】
【００１３】
　かかる本発明の引出形開閉器用シャッタ装置によれば、アーム部材の嵌合部とガイド部
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材の回動規制部とにより、嵌合部を回動規制部に位置させることで、アーム部材はスライ
ド移動だけを案内され回動は規制される。したがって、嵌合部を回動規制部に位置させる
ことで、アーム部材の回動を規制し、シャッタ板が上昇してしまうことを防止することが
できる。これにより、開閉器を開閉器室内から引き出した時に、回動規制部に嵌合部が位
置するようにアーム部材を移動させることで、保守・点検作業中、作業員が意図せずに固
定端子が露出されてしまうことが確実に防止され、感電事故の発生を確実に防止すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき詳細に説明する。以下では引出形開閉器を有
する機械の代表例としてスイッチギヤを例示して説明する。
【００１５】
　（実施形態１）
　まず本発明の引出形開閉器用シャッタ装置２９を説明する前に、引出形開閉器用シャッ
タ装置２９を適用するスイッチギヤについて説明する。
【００１６】
　図１はスイッチギヤの全体の構成を示す側面図である。
【００１７】
　スイッチギヤ１の筐体２内には、変電所から引き込まれた電力を供給する電力ケーブル
３、固定端子４、計器用変圧器５、開閉器（遮断器）６、断路器７等が収容されている。
また筐体２は、隔壁８により、電力ケーブル３を収容するケーブル室９、開閉器６を収容
する開閉器室１０、断路器７を収容する断路器室１１等に区画されており、開閉器６が挿
脱される筐体２部分に扉体（図示は省略する）が形成されている。
【００１８】
　ケーブル室９には、電力ケーブル３及び計器用変圧器５が収容されている。ケーブル室
９内に収容された電力ケーブル３には、終端接続部１２により、接続導体１４及びケーブ
ル１５を介して下部固定端子１６に接続されている。なお、図示しないが、電力ケーブル
３は紙面と直交する方向に三相分配設されている。
【００１９】
　また、ケーブル室９には、固定端子４の一部が収容されている。固定端子４は下部固定
端子１６と上部固定端子１７とを備えており、それぞれ前部が隔壁８に形成された開口１
８，１９を通して開閉器室１０に臨むように設けられている。なお、図示はしないが、本
実施形態では紙面と直交する方向に三相分の固定端子４が備えられている。また上部固定
端子１７は、母線２０を介して断路器室１１内の断路器７に接続されている。
【００２０】
　開閉器室１０には開閉器６が収容される。開閉器６は、側面下部に車輪２１が設けられ
た台車ユニット２２と、台車ユニット２２に搭載された開閉器本体２３とからなる。開閉
器室１０下部にはレール（図示せず）が設けられており、開閉器６は台車ユニット２２の
車輪２１をそれぞれレールに嵌合することで、開閉器室１０に対して容易に挿脱可能とな
っている。また、開閉器６は、固定端子４に向かって略水平方向に突出する断路部端子２
４，２５を有しており、開閉器６を固定端子４に接近させて開閉器室１０内に挿入するこ
とで、固定端子４に断路部端子２４，２５が接続されて、スイッチギヤ１の断路部は押込
状態となる。また、開閉器６を固定端子４から離反させて開閉器室１０から引き出すこと
で、断路部端子２４，２５との接続が切り離されてスイッチギヤ１の断路部は引出状態と
なる。すなわち、スイッチギヤ１は、開閉器室１０内に固定端子４と開閉器６とからなる
引出形開閉器を有する。また、開閉器６の台車ユニット２２には、後述する切り欠き部３
６に係合する押圧コロ２６が台車ユニット２２の両側面に設けられている。なお、開閉器
室１０内には、後述するシャッタ装置２９が収容されるが、図１では省略している。
【００２１】
　断路器室１１には断路器７が収容されている。断路器７は、駆動機構により開閉可能に
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構成されており、母線２７を介して出力端子２８に接続されている。
【００２２】
　このようなスイッチギヤ１では、固定端子４、開閉器６、断路器７及び出力端子２８等
で内部回路が構成され、電力ケーブル３がこの内部回路に接続され、電力ケーブル３から
下部固定端子１６、開閉器６、上部固定端子１７、断路器７を介して出力端子２８に繋が
る電路が形成されている。
【００２３】
　そして、上述のように構成されたスイッチギヤ１の開閉器室１０内には、固定端子４を
遮蔽又は露出させる引出形開閉器用シャッタ装置２９が設けられている。図２は、引出形
開閉器用シャッタ装置の概略構成を示す側面図である。図３（ａ）は、引出形開閉器用シ
ャッタ装置におけるアーム部材の基端片の拡大図であり、図３（ｂ）は、図３（ａ）のＡ
－Ａ’断面図である。図４（ａ）は、引出形開閉器用シャッタ装置におけるアーム部材の
嵌合部の要部拡大図であり、図４（ｂ）は図４（ａ）のＢ－Ｂ’断面図である。図５は、
開閉器を開閉器室から引き出した状態における引出形開閉器用シャッタ装置を示しており
、（ａ）はその側面図、（ｂ）はその正面図である。また、図６は、開閉器を開閉器室内
に収容した状態における引出形開閉器用シャッタ装置を示しており、（ａ）はその側面図
、（ｂ）はその正面図である。また、以下で説明する引出形開閉器用シャッタ装置２９は
、シャッタ板３１以外の部材は、開閉器室１０の左右両側に２つ対称に設けられている。
【００２４】
　図２に示すように、本発明の実施形態１にかかる引出形開閉器用シャッタ装置２９は、
アーム部材３０と、シャッタ板３１と、アーム部材３０の移動を案内するガイド部材３２
とを具備する。
【００２５】
　アーム部材３０は、基端片が開閉器室１０の前面側に、先端片が開閉器室１０の奥側に
位置される状態で設けられている。
【００２６】
　図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、アーム部材３０の基端片には、基端片の長さ
方向に沿った長孔３３が設けられている。そしてアーム部材３０は、筐体２の内壁面に固
定された第１の支持部材３４と第２の支持部材３５とにより支持されている。第１の支持
部材３４は、略円柱状の部材でありその高さ方向の中央部に大径部３４ａが設けられてい
る。そして、一方側の小径部３４ｂが筐体２の内壁面に固定されている。そしてアーム部
材３０の基端片の長孔３３に、他方側の小径部３４ｃが嵌装されている。そして、第１の
支持部材３４の小径部３４ｃに、略楕円形状の第２の支持部材３５が固定されており、ア
ーム部材３０は第１の支持部材３４の大径部３４ａと第２の支持部材３５とで挟持されて
いる。これにより、アーム部材３０は、長孔３３の分だけ開閉器６の固定端子４に対する
接近・離反方向にスライド可能で、一端側である第１の支持部材３４の小径部３４ｃに支
持された部分を中心に、上下方向に回動可能に構成されている。
【００２７】
　また、図２に戻って、アーム部材３０の中間片には、一部が切り欠かれることで形成さ
れた切り欠き部３６が設けられている。切り欠き部３６は、開閉器６が開閉器室１０から
引き出された状態において、台車ユニット２２の押圧コロ２６と同じ高さに設けられてい
る（図５（ａ）参照）。
【００２８】
　また、アーム部材３０の先端片には、先端片の長さ方向に沿った長孔３７が設けられて
いる。そして、アーム部材３０の先端片には、ガイド部材３２に嵌合される嵌合部となる
嵌合コロ３８が設けられている。
【００２９】
　シャッタ板３１は、固定端子４に対応して配されて開閉器室１０の上下方向にスライド
可能に支持されている。具体的には、シャッタ板３１の上下方向のスライド移動は、昇降
ロッド３９と、保持部材４０とによって実現される。
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【００３０】
　昇降ロッド３９は、開閉器室１０の上下方向に設けられた棒状の部材であり、下端が屈
曲されて設けられている。そして昇降ロッド３９は、下端の屈曲部がアーム部材３０の先
端片の長孔３７に遊挿されて、アーム部材３０に連結されている。これにより、昇降ロッ
ド３９は、アーム部材３０の上下方向の回動に伴って移動する。そしてシャッタ板３１は
、昇降ロッド３９の途中と上端部に、固定端子４に対応し、開閉器室１０から開閉器６が
引き出された状態において固定端子４に対向する位置に設けられている。
【００３１】
　また、保持部材４０は、シャッタ板３１の位置を保持する機能を果たす部材であり、開
口１８，１９の近傍の隔壁８に開閉器室１０の上下方向に回動自在に支持されている。そ
して保持部材４０の回動端にシャッタ板３１が取り付けられている。これにより、シャッ
タ板３１は、固定端子４の前方で昇降するように保持される。
【００３２】
　このように接続された昇降ロッド３９及び保持部材４０により、シャッタ板３１は、ア
ーム部材３０の回動に伴って昇降する。そして固定端子４は、シャッタ板３１が上昇する
と露出され、シャッタ板３１が下降すると遮蔽される。
【００３３】
　ガイド部材３２は、アーム部材３０に設けられた嵌合部である嵌合コロ３８が嵌合され
、アーム部材３０の移動を案内する部材であり、図４（ａ）及び図４（ｂ）に示すように
、筐体２の内壁面に固定されている。なお、本実施形態のガイド部材３２は、断面が略コ
の字型の部材で形成されており、開口部が筐体２の内側に向いた状態で筐体２の内壁面に
固定されている。
【００３４】
　ガイド部材３２は、開閉器６の固定端子４に対する接近方向に沿って延設され、固定端
子４がシャッタ板３１で遮蔽された状態でアーム部材３０のスライド移動だけを案内する
回動規制部４１を有する。また、ガイド部材３２は、シャッタ板３１が固定端子４を遮蔽
している状態において、回動規制部４１がアーム部材３０の嵌合コロ３８と同じ高さにな
るように固定されている。回動規制部４１にアーム部材３０の嵌合コロ３８が位置してい
ると、固定端子４がシャッタ板３１で遮蔽された状態において、アーム部材３０は、スラ
イド移動は可能であるが、嵌合コロ３８が回動規制部４１の天井部分の壁面に接触するの
で回動は規制される。ここでいう回動とは、アーム部材３０の回動端が、開閉器室１０の
上方向へ上昇することを指す。すなわち、本実施形態の引出形開閉器用シャッタ装置２９
の場合、アーム部材３０が、基端片の長孔３３が開閉器室１０の奥に向かう方向に対して
若干傾斜して設けられている。したがって、回動規制部４１に嵌合コロ３８が位置してい
る場合、アーム部材３０を開閉器室１０の奥に向かう方向に移動させると、アーム部材３
０はスライド移動しながら、先端片の長孔３３が移動方向に平行になるように若干回動す
る。しかしながら、開閉器室１０の奥方向に移動するときに生じるアーム部材３０の回動
は、回動端を開閉器室１０の上方向へ上昇させるものではなく、上述した回動規制部４１
に規制される回動に該当するものではない。
【００３５】
　また、本実施形態のガイド部材３２には、回動規制部４１の開閉器室１０の奥側の端部
から開閉器室１０の上方向に延設された回動許容部４２を有する。なお、回動許容部４２
は、回動規制部４１との境界部分が直角ではなく緩やかにＲ状になっている。嵌合コロ３
８が回動許容部４２内に位置する場合、嵌合コロ３８は、回動許容部４２の壁面に接触す
ることはないので、アーム部材３０は回動することができる。また、アーム部材３０が回
動し、回動許容部４２から回動規制部４１に向かって嵌合コロ３８が移動する場合、回動
許容部４２は回動規制部４１に連続して設けられているので、嵌合コロ３８はスムーズに
回動規制部４１に至る。
【００３６】
　このように構成された引出形開閉器用シャッタ装置２９は、図５及び図６に示すように
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開閉器室１０内に配設されて挙動する。
【００３７】
　図５（ａ）及び図５（ｂ）に示すように、開閉器６を開閉器室１０から引き出した状態
から、開閉器６を固定端子４に接近させると、開閉器６の押圧コロ２６が、引出形開閉器
用シャッタ装置２９のアーム部材３０の中間片の切り欠き部３６に当接し、嵌合コロ３８
がガイド部材３２の回動規制部４１に沿って移動することに伴い、アーム部材３０も開閉
器６の進行方向にスライド移動する。そして、開閉器６をさらに固定端子４に接近させる
と、嵌合コロ３８がガイド部材３２の回動規制部４１から回動許容部４２に至り、押圧コ
ロ２６がアーム部材３０の先端片の下方に潜り込み、アーム部材３０が開閉器室１０の上
方向へ回動する。そして、図６（ａ）及び図６（ｂ）に示すように、アーム部材３０の回
動により昇降ロッド３９が上昇するのに伴い、シャッタ板３１が上昇して固定端子４が露
出される。なお、さらに開閉器６を固定端子４に接近させることで、露出された固定端子
４に開閉器６の断路部端子２４，２５が挿入されることになる。また、図６（ａ）及び図
６（ｂ）の状態から開閉器６を開閉器室１０から引き出すと、アーム部材３０は自重によ
り開閉器室１０の下方向に回動しシャッタ板３１が下降し、固定端子４が遮蔽される。な
お、図５（ｂ）及び図６（ｂ）では、嵌合コロ３８及びガイド部材３２は省略している。
【００３８】
　上述したように構成されて挙動する本実施形態の引出形開閉器用シャッタ装置２９では
、開閉器６を開閉器室１０内に収容することにより、アーム部材３０が、開閉器６の固定
端子４に対する接近方向へ所定距離スライド移動した後、開閉器室１０の上方向へ回動す
る。そしてアーム部材３０の開閉器室１０の上方向への回動に伴い、シャッタ板３１が上
昇し、固定端子４が露出される。また、開閉器６を開閉器室１０内から引き出すと、アー
ム部材３０は自重により開閉器室１０の下方向へ回動する。そしてアーム部材３０の開閉
器室１０の下方向への回動に伴い、シャッタ板３１が下降し、固定端子４が遮蔽される。
すなわち、本実施形態の引出形開閉器用シャッタ装置２９によれば、開閉器室１０におけ
る開閉器６の出し入れに連動して固定端子４の露出・遮蔽を行うことができる。
【００３９】
　また、本実施形態の引出形開閉器用シャッタ装置２９では、ガイド部材３２にアーム部
材３０の嵌合コロ３８が嵌合されているので、アーム部材３０はガイド部材３２に沿って
移動する。そして、アーム部材３０の回動端側に設けられた嵌合コロ３８が回動規制部４
１内に位置する場合には、アーム部材３０はスライド可能であるが、嵌合コロ３８が回動
規制部４１の天井に接触するので、アーム部材３０の回動は規制される。したがって、本
実施形態の引出形開閉器用シャッタ装置２９によれば、開閉器６を開閉器室１０から引き
出して開閉器室１０内の保守・点検作業を行う際に、感電事故が発生してしまうことを確
実に防止することができる。
【００４０】
　（実施形態２）
　図７（ａ）は本発明の実施形態２の引出形開閉器用シャッタ装置におけるアーム部材の
基端片の拡大図であり、図７（ｂ）は図７（ａ）のＣ－Ｃ’断面図である。図８は本発明
の実施形態２の引出形開閉器用シャッタ装置におけるアーム部材の基端片の拡大図である
。また、図９は本発明の実施形態２の引出形開閉器用シャッタ装置のアーム部材の軌道を
示す概略図である。なお、実施形態１と同一の部材には同一符号を付し、重複する説明は
省略する。図７（ａ）は、嵌合コロが回動規制部に位置している状態でのアーム部材の基
端片を示しており、図８は、嵌合コロが回動許容部に位置している状態でのアーム部材の
基端片を示している。
【００４１】
　図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すように、本実施形態の引出形開閉器用シャッタ装置２
９Ａは、アーム部材３０Ａの基端片の部分に、アーム部材３０Ａを開閉器６が固定端子４
に対して離反する方向へ付勢する付勢手段であるバネ４３が取り付けられている。具体的
には、バネ４３は基端片の長さ方向に沿って設けられており、バネ４３の一方の端部がア
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ーム部材３０Ａの中間片側に設けられた第１のピン部４４に固定されている。一方、バネ
４３の他方側の端部は第２の支持部材３５Ａに設けられた第２のピン部４５に固定されて
いる。このように固定されたバネ４３が設けられているので、図８に示すように、アーム
部材３０Ａが回動するとバネ４３が伸展してアーム部材３０Ａに対して開閉器６が固定端
子４から離反する方向に向かう力が加わる。
【００４２】
　このように構成された本実施形態の引出形開閉器用シャッタ装置２９Ａでは、付勢手段
であるバネ４３により、開閉器室１０に収容された状態から開閉器６を引き出すと、図９
に示すように、アーム部材３０Ａが自重により嵌合コロ３８が回動許容部４２と回動規制
部４１との境界部分に至るまで回動した後、バネ４３の縮まる力を受けて自動的に嵌合コ
ロ３８が回動規制部４１の領域に至るまで回動規制部４１に沿って開閉器６が固定端子４
に対して離反する方向（図９における紙面左方向）へスライド移動する。したがって、本
実施形態の引出形開閉器用シャッタ装置２９Ａによれば、開閉器６を開閉器室１０から引
き出すことで、開閉器室１０内での保守・点検作業中における、アーム部材の回動を確実
に規制し、感電事故を防止することができる。
【００４３】
　また、図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すように、本実施形態の引出形開閉器用シャッタ
装置２９Ａには、回動前の状態において、アーム部材３０Ａの基端片と第２の支持部材３
５Ａとに亘って所定径の貫通孔４６が設けられている。この貫通孔４６に南京錠等の鍵を
通してアーム部材３０Ａを固定することにより、アーム部材３０Ａは回動しないことは勿
論、ガイド部材３２の回動規制部４１に沿うスライド移動もできない。したがって、開閉
器室１０内での保守・点検作業中における感電事故を確実に防止できる。
【００４４】
　なお、本実施形態の付勢手段は引っ張りバネであったが、付勢手段は圧縮バネで構成さ
れていてもよい。また付勢手段はバネに限定されるものではなく、弾性ゴムであってもよ
い。
【００４５】
　（他の実施形態）
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定される
ものではない。
【００４６】
　例えば、上述した実施形態では、ガイド部材３２は断面が略コの字型の形状をしている
部材で構成されていたが、嵌合コロ３８が接触してアーム部材３０，３０Ａの回動を規制
するのであれば、ガイド部材３２の形状は特にこれに限定されるものではなく、例えば板
状の部材で構成されていてもよい。
【００４７】
　また、上述した実施形態では、回動許容部４２を有していたが、アーム部材３０，３０
Ａが回動する際に、嵌合コロ３８が確実に回動規制部４１内に導かれるように構成されて
いるのであれば、回動許容部４２は設けられていなくても構わない。
【００４８】
　また、上述した実施形態ではスイッチギヤへ適用した例で説明したが、本発明はスイッ
チギヤに限定されるものではなく、断路部端子を備える開閉器と固定端子とからなる引出
形開閉器を備える機械であれば、好適に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】スイッチギヤの側面図である。
【図２】本発明の実施形態１に係る引出形開閉器用シャッタ装置の側面図である。
【図３】本発明の実施形態１に係る引出形開閉器用シャッタ装置におけるアーム部材の基
端片の拡大図である。
【図４】本発明の実施形態１に係る引出形開閉器用シャッタ装置におけるアーム部材の嵌
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合部の要部拡大図である。
【図５】本発明の実施形態１に係る引出形開閉器用シャッタ装置の側面図及び正面図であ
る。
【図６】本発明の実施形態１に係る引出形開閉器用シャッタ装置の側面図及び正面図であ
る。
【図７】本発明の実施形態２に係る引出形開閉器用シャッタ装置におけるアーム部材の基
端片の拡大図である。
【図８】本発明の実施形態２に係る引出形開閉器用シャッタ装置におけるアーム部材の嵌
合部の拡大図である。
【図９】本発明の実施形態２に係る引出形開閉器用シャッタ装置のアーム部材の軌道を示
す概略図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　スイッチギヤ
　２　筐体
　３　電力ケーブル
　４　固定端子
　５　計器用変圧器
　６　開閉器
　７　断路器
　８　隔壁
　９　ケーブル室
　１０　開閉器室
　１１　断路器室
　１２　終端接続部
　１４　接続導体
　１５　ケーブル
　１６　下部固定端子
　１７　上部固定端子
　１８，１９　開口
　２０，２７　母線
　２１　車輪
　２２　台車ユニット
　２３　開閉器本体
　２４，２５　断路部端子
　２６　押圧コロ
　２８　出力端子
　２９，２９Ａ　引出形開閉器用シャッタ装置
　３０，３０Ａ　アーム部材
　３１　シャッタ板
　３２　ガイド部材
　３３，３７　長孔
　３４　第１の支持部材
　３４ａ　大径部
　３４ｂ，３４ｃ　小径部
　３５，３５Ａ　第２の支持部材
　３６　切り欠き部
　３８　嵌合コロ
　３９　昇降ロッド
　４０　保持部材
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　４１　回動規制部
　４２　回動許容部
　４３　バネ
　４４　第１のピン部
　４５　第２のピン部
　４６　貫通孔

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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